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一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会（ 通称：「全宅管理」 ）は、全宅連が母体となり、宅建協会会

員のために設立された団体です。

不動産取引業務が高度化、多様化される中、賃貸不動産管理業者に求められるものは、消費者や事業者へ

の安全・安心な管理業務の提供と、専門家としての適切な情報提供です。入会すると最新の業界情報や業務

支援ツールの提供、また書式のダウンロードなど、メリットのある各種サポート事業があります。是非、ご

入会ください。
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広島県宅建協会・全宅保証協会広島県本部 宅建ひろしま 月号

本件賃貸借契約の賃貸人の地位承継 書

認書及び解除 書に、本件交付金を敷金

と表現、記 の上でＹ に している。

Ｙは、判例 （ 年 月 日

裁判決）をもとに、本件敷金がＢからＸ 承

継される時 での未払賃料等債務計 万

円の弁済として当 充当された旨主張する

が、上記判例 は、旧賃貸人とＸとの間で

これと なる合意（賃料債権と敷金を承継さ

せる）がなされた 合には、例 として 用

がない。したがって、上記事 関係の下では、

Ｙの上記主張は がない。そうすると、本

件敷金は未払賃料等に充当されず、本件解除

の意思表示がされた時 での未払賃料等は、

平成 年 月から 月分までの計 万 円

であったこととなる。

Ｂは、平成 年 月 日、 を行

う旨、 人 弁 を してＹら関係 位

に した。Ｙは賃貸人がＸに 更された旨

の があってからは、Ｘに対し、未払賃料

を支払い、平成 年 月分以 の賃料等も

期日 に支払っている。本訴 が提起された

ことから、Ｙは、 りの未払賃料等も支払っ

た。上記事 から、ＹはＢから敷金を で

きなくなる れから、賃貸人がＸに交 した

時期に り、賃料等の支払を していた

にすぎず、そのような事情がない り、賃料

等を支払う意思も も有していた。

また、上記判例 によれ 、本件敷金

は、本件解除の意思表示時 での未払賃料等

は か月分に過ぎない であるが、 な事

情が したため、上記判例 の例 事案

となったが、Ｙは、本判決で本件が判例

の例 事案と判示されるまで、未払賃料等が

か月分あると認 することは であった。

以上､本件解除の意思表示の時 では､Ｙ

の賃料等の不払に 信性はなく、これによる

ＸＹ間の信頼関係の 壊はないと認められ、

本件解除の意思表示による解除権の行使は、

信 に し されない。よって、ＸのＹに

対する賃貸借契約の終了に基づく本件建物の

明渡請求及び 金請求は がない。

また、Ｙは、Ｘに対し、未払賃料の弁済

として、平成 年 月 日に 万 円を、

平成 年 月 日に 万 円を支払ったの

であるから、ＸのＹに対する賃料等請求も

がない。

まとめ

本件では、裁判所は、新旧賃貸人間で賃料

債権と敷金を承継させる旨の合意があったこ

とから、 年 月 日 裁

判決「建物賃貸借契約において、建物の所有

権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった

合には、旧賃貸人に し れられた敷金は、

未払賃料等があれ これに当 充当され、

額に いてその権 務関係が新賃貸人に承

継される」との判例 の例 事案として賃

借人の主張を認めなかったが、その で、

新賃貸人が旧賃貸人から承継した か月分の

賃料等債権に基づく賃借人に対する契約解除

の主張に対して、賃借人の賃料等不払いの経

、判例 の 認、さらに不払い賃料等の

弁済等の情状を酌量し、信頼関係の崩壊がな

いとして、新賃貸人による解除権の行使を認

めなかった。

本件は、裁判所が か月に及 賃滞納で

あっても、旧賃貸人の による敷金 不

の れな 、賃借人の不 等の事情を

案して信頼関係の 壊はないと判示した事

例として 務上の となる。

（ ）

広島県宅建協会・全宅保証協会広島県本部 宅建ひろしま 月号

賃貸人の賃料等債権（ か月分）に基づく契約解除・建物明渡等の請求が、
信頼関係の崩壊はないとして棄却された事例

（東京地裁 平成 年 月 日 ウエストロー・ジャパンより引用）

建物賃貸借契約において、建物の所有権移

転に伴い賃貸人たる地位を継承した新賃貸人

が、同時に継承した か月分の賃料等債権に

基づき賃借人に対し、契約解除・建物明渡と

不払い賃料等の支払を求めた事案において、

賃借人の情状を酌量し、信頼関係の崩壊はな

いとして、解除権の行使を認めず、いずれの

請求も棄却された事例（東京地裁 平成 年

月 日判決 棄却）

事案の概要

旧賃貸人Ａは、 賃借人Ｙ（被告）に対し、

本件建物を､賃貸期間平成 年 月 日から

年間、賃料１か月 万円及び水道料（以下

「賃料等」という｡）を毎月末前払の約定で賃

貸した（以下「本件賃貸借契約」という｡）｡

ＡとＹは、本件賃貸借契約の締結に際し、

Ｙが賃料を か月分以上滞納した時の契約解

除権の行使は催告を要しないと合意をした。

Ａは平成 年 月 日死亡、相続人Ｂは、

同日、本件建物を取得し、本件賃貸借契約を

継承した。

Ｘ（原告）は、平成 年 月 日、Ｂから

本件建物を買い（以下「本件売買契約」とい

う。 、ＢとＸは､本件売買契約に際し、Ｙの

同年 月から 月分までの計 万 円の未

払い賃料債権を譲渡すると共に敷金 万円

全額を承継させる旨合意した。

新賃貸人Ｘは、Ｙに対し、平成 年 月

日、Ｂより承継した 年 月から 月までの

賃料等の支払を催告し、同日から 週間経過

したときは本件賃貸借契約を解除するとの意

思表示 以下「本件解除の意思表示」という｡

をした。

Ｘは、Ｙに対し賃貸借契約の終了に基づく

本件建物の明渡及び賃料等の支払を求め、訴

えを提起した。

判決の要旨

裁判所は、次のように判示し、Ｘの請求を

棄却した。

Ｙは、本件賃貸借契約締結に際し、Ａに

対し 万円（以下「本件交付金」という｡）

を支払った。本件賃貸借契約を本件売買契約

で承継したＸは、本件賃貸借契約の契約書上

次の規定で、本件交付金は敷金の性質を有し

ない保証金である旨主張する。

ア 保証金敷金は 万円とする。償却金

年４％を更新時に補充する。

イ 借主が賠償金額を支払わず又は借賃の

支払を怠った時は、借主は保証金をもっ

てこの弁済に充当することが出来る。

上記イの規定に照らすと､本件交付金は､

Ｙの賃料債務その他の債務を担保する目的

で、Ｙから賃貸人に交付される敷金の本質を

備えている。上記アの規定も、本件賃貸借契

約更新時に補充すべき償却金は、わずか 万

円にすぎないから、少なくともこの部分

を除く 万 円が敷金の性質を有する 以

下「本件敷金」という｡）｡ また､Ｂ及びＸは、

本件交付金を敷金と表現する契約書に署名押

印して本件売買契約を締結している。 Ｘは、
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せ くの 、 て していませ  

スマイミー共有化サービスでは元付業者様に の 度 を なくても に 定が

行 れてい 物件で れ 、お客様に で物件 でき サービスです。 

 

取 物件が なくスマイミー物件 に きが 方 

宅建業をは めた りで取 い件数の ない方 

 

 

 

 

 

といった会員様にお めしております。 の にも、 

元付業者 広 を た物件を で広 したい方 

 、 様の 物件を で広 し、 客 化に な たい会員様にお めです。 

 

※利用料（料 プ ンに まれています） 

料 プ ンの 件数内で、 物件を取込 とができます。 

オプションの LIFULL HOME’S をご利用の場合は、 で LIFULL HOME S 広 す

とができます。 

 

 

【 について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のご  

詳しくはこ  

せ く 25 の を て

いるのに できる が い  

※平成 31 年 3 月末日時点

広島宅建スマイミー                                    宅建ひろしま ４月号 
 

 

【スマイミー ポイント制度のスタート】 
スマイミー利用促進のためにポイント制度がスタートします。 

スマイミー上で特定の条件を満たすと、ポイントを付与させていただきます。 

 

ポイント付与対象項目 （一部期間限定のものもございます。） 

・共有化した物件が一定件数以上客付業者に取り込まれた場合 

・成約処理実行時 

・成約アンケート回答時 

・有料オプション LIFULLHOME’S 転送サービス利用時（期間限定） 

貯まったポイントは後日、PC 会員様に還元させていただく予定です。 

還元方法は、詳細が決定次第改めてご案内させていただきます。 

 

【成約アンケート機能の追加】 
物件の成約処理画面に成約された買主様、借主様の生活スタイルなどをご登録いただく項目を追加致しま

す。アンケート項目を入力して成約処理をしていただきますと、ポイントを付与させていただきます。 

 

新サービスの最新情報は、随時パソコン会員専用ページにて、ご案内させていただきます。 

パソコン会員専用ページ URL  https://fudohsan.jp お問合せ先 TEL：082－243－9507 

 

広島宅建株式会社主催の「サービス説明会」も定期的に開催しております。説明会の詳細につきまして

は、「会員サポート」ページをご覧ください。「会員サポート」ページでは広島宅建(株)の業務提携するサ

ービスのご紹介もしております。一部、パソコン会員限定ページや保険代理店限定ページがございますの

で、ご了承ください。 

 

「会員サポートページ」は以下の URL です。 

https://fudohsan.jp 
お問合せ先 TEL：082－243－9507 

 

 

 

 

 

 FAX 会員締切日 PC 会員締切日※ 発売日 

備後版【住まいの情報】7 月号 2019/5/27 2019/5/28 2019/6/14 

備後版【住まいの情報】8 月号 2019/6/24 2019/6/25 2019/7/12 

備後版【住まいの情報】9 月号 2019/7/22 2019/7/23 2019/8/9 

※PC 会員締切日の 15 時登録分までが対象となります。 

＜お問合せ先＞  備後版（住まいの情報）・・・・・・・データプロ（株）  TEL：084－926－1246 
 

  情報誌の締切のご案内  

このバナーが目印です。⇒ 
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広島宅建スマイミー                                    宅建ひろしま ４月号 
 

 

【スマイミー ポイント制度のスタート】 
スマイミー利用促進のためにポイント制度がスタートします。 

スマイミー上で特定の条件を満たすと、ポイントを付与させていただきます。 

 

ポイント付与対象項目 （一部期間限定のものもございます。） 

・共有化した物件が一定件数以上客付業者に取り込まれた場合 

・成約処理実行時 

・成約アンケート回答時 

・有料オプション LIFULLHOME’S 転送サービス利用時（期間限定） 

貯まったポイントは後日、PC 会員様に還元させていただく予定です。 

還元方法は、詳細が決定次第改めてご案内させていただきます。 

 

【成約アンケート機能の追加】 
物件の成約処理画面に成約された買主様、借主様の生活スタイルなどをご登録いただく項目を追加致しま

す。アンケート項目を入力して成約処理をしていただきますと、ポイントを付与させていただきます。 

 

新サービスの最新情報は、随時パソコン会員専用ページにて、ご案内させていただきます。 

パソコン会員専用ページ URL  https://fudohsan.jp お問合せ先 TEL：082－243－9507 

 

広島宅建株式会社主催の「サービス説明会」も定期的に開催しております。説明会の詳細につきまして

は、「会員サポート」ページをご覧ください。「会員サポート」ページでは広島宅建(株)の業務提携するサ

ービスのご紹介もしております。一部、パソコン会員限定ページや保険代理店限定ページがございますの

で、ご了承ください。 

 

「会員サポートページ」は以下の URL です。 

https://fudohsan.jp 
お問合せ先 TEL：082－243－9507 

 

 

 

 

 

 FAX 会員締切日 PC 会員締切日※ 発売日 

備後版【住まいの情報】7 月号 2019/5/27 2019/5/28 2019/6/14 

備後版【住まいの情報】8 月号 2019/6/24 2019/6/25 2019/7/12 

備後版【住まいの情報】9 月号 2019/7/22 2019/7/23 2019/8/9 

※PC 会員締切日の 15 時登録分までが対象となります。 

＜お問合せ先＞  備後版（住まいの情報）・・・・・・・データプロ（株）  TEL：084－926－1246 
 

  情報誌の締切のご案内  

このバナーが目印です。⇒ 
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受付期間を過ぎた場合の申込は宅地建物取引士証の発行が後日となる場合があります。

〔報告事項〕

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

以上の項目について提案され、承認されました。

お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。
お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。

マンション無料インターネットサービスを導入しませんか？ メガ・エッグ  光ネット [ マンション ]

・高額な投資をせず空室対策をしたい。
・家賃をこれ以上下げたくない。

管理会社さま・オーナーさまのそのお悩み！
メガ・エッグが解決します！

人気設備ランキング４年間１位のサービスが導入できます。( 引用：全国賃貸住宅新聞 )
会員さまには、ご紹介物件の開通により紹介手数料をお支払い致します。

全戸分の利用料金を一括でオーナーさまにご負担いただくことで、
入居者さまは無料で光インターネットをご利用できます。

全戸一括光インターネットとは？

※1  技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。

メガ ・ エッグ  光ネット[マンション]のメリット

入居者に人気の
設備ランキング

2018

全国賃貸住宅新聞　第 1339 号より引用

2位
3位

1位

入居率アップ

最大速度1ギガ (1Gbps※1) の光回線を使用しています。
全戸光インターネットのサービスです。

メリット1

初期標準
工事費無料
追加工事がある場合は、
別途ご相談させて
いただきます。

メリット2

安価な
料金設定

メリット3

「ネット無料」で
ＰＲ

メリット4

ポイント1

ポイント2
インターネット無料
宅配ボックス
エントランスのオートロック
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受付期間を過ぎた場合の申込は宅地建物取引士証の発行が後日となる場合があります。

〔報告事項〕

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

以上の項目について提案され、承認されました。
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